
志木市子育て支援センター（コミュニティスペースつつじ）

運営業務委託プロポーザル実施要領

１．目的

この要領は、志木市子育て支援センター（コミュニティスペースつつじ）運営業務委

託の受託事業者を公募型プロポーザル方式により選定するため、必要な事項を定めた

ものである。

２．業務の概要

（１）事 業 内 容：別紙「志木市子育て支援センター（コミュニティスペースつつじ）
運営業務委託仕様書」のとおり

（２）契 約 期 間：契約締結日から令和８年３月３１日まで
（３）履 行 期 間：令和５年５月１日から令和８年３月３１日まで
（４）提案上限額：２１，０００千円（消費税及び地方消費税は非課税）

３．参加資格

次に掲げる要件をすべて満たしていること

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4の規定に該当しないこ

と。

（２）本市より一般競争入札の参加停止または指名競争入札の指名停止等の措置を受

けていないこと。

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は同法による改正前の会社更生法（昭

和 27年法律第 172 号）の適用申請をした者（更生計画の認可を受けた者を除く。）

でないこと。

（４）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用申請をした者（再生計画の認可を

受けた者を除く。）でないこと。

（５）暴力団またはその構成員（暴力団の更生団体の構成員を含む。）若しくは暴力団

の構成員でなくなった日から 5年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」と

いう。）の統制の下にない法人。

（６）その代表者等（法人にあってはその役員（非常勤を含む。）及び経営に事実上参

加している者を、その他の団体にあっては、その代表者及び運営に事実上参加し

ている者をいう。）が暴力団の構成員等でない法人。

（７）国税、都道府県民税及び市町村民税に未納がないこと（法人においては法人及び

代表者。法人以外の団体においては団体の代表者）。

（８）法人等の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者、又は現に禁固以上

の刑に処せられている者がいないこと。



４．担当部署及び問合せ先

〒353－8501 志木市中宗岡１丁目１番１号

志木市役所 子ども・健康部 子ども支援課 子ども支援グループ

電話：０４８－４７３－１１１１

メールアドレス：kodomo@city.shiki.lg.jp

※本プロポーザルに関する質疑、提案書等の受付は、全て担当部署において行う。

※受付時間は、平日午前９時から午後５時までとする。

５．実施スケジュール

※本スケジュールは予定のため、変更することがあります。

６．実施要領及び必要書類の公開

（１）公開開始：令和５年１月５日（木）から令和５年１月１８日（水）まで

（２）公開方法：市ホームページからダウンロードにより取得する。

７．質疑及び回答

（１）受付期間：令和５年１月５日（木）から１月１２日（木）午後５時まで

（２）質疑方法：電子メールにて４の担当部署に提出すること。

（３）提出書類：

（４）回答日時：令和５年１月１６日（月）までに回答

（５）回答方法：質問及び回答は市ホームページで公開する。

実施要領等の公開開始 令和５年１月５日（木）

質疑の受付期間 令和５年１月５日（木）～１月１２日（木）

質疑に対する回答日時 令和５年１月１６日（月）

応募書類の提出期間 令和５年１月５日（木）～１月１８日（水）

第１次審査結果通知 令和５年１月２０日（金）

提案書の提出期間 令和５年１月２０日（金）～２月１０日（金）

プレゼンテーション及びヒアリン

グの実施

令和５年２月１７日（金）（予定）

第２次審査結果通知 令和５年２月下旬（予定）

契約の締結 令和５年３月上旬（予定）

No. 提出書類 様式

１ 質問書 第４号様式



（６）書類の提出における留意事項

① 電子メールの場合、件名は「【法人名】志木市子育て支援センター（コミュニ

ティスペースつつじ）運営業務委託に関する質問」とすること。また、電子メ

ール送信後に市に電話で連絡すること。

② 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号及び

電子メールアドレスを記載すること。

８．第１次審査

提出された応募書類に基づき、参加資格を審査するものとする。

（１）応募書類の提出について

① 提出期間：令和５年１月５日（木）から１月１８日（水）午後５時まで

② 提出方法：４の担当部署に直接持参

③ 提出書類：次に掲げる書類については、項目ごとにインデックスを付した

上で、左開きとなるようファイルに綴じて順番にとじ込み、正本

１部、副本１１部を作成し、提出すること。

（２）第１次審査結果通知について

① 通 知 日 ：令和５年１月２０日（金）

② 通知方法：全ての参加者に電子メールで連絡するとともに、書面にて郵送で

通知する。

（３）応募書類の提出における留意事項

① 様式が指定されているものについては、指定の様式を必ず用いること。また、

様式に注意事項がある場合は，それに従って作成すること。

② 提出後の書類の変更及び差し替えは認めない。ただし、市が認める場合に限り、

追加書類の提出を求めることがある。

③ 提出書類は、理由の有無を問わず返却しない。

④ 審査結果に関する異議申し立てには一切応じない。

⑤ 提出期限後に到着した応募書類は無効とする。

No. 提出書類 様式

１ プロポーザル参加表明書兼誓約書 第１号様式

２ 定款（法人以外の団体にあたっては会則等） 任意書式（A4)

３ 法人概要書 第２号様式

４ 子育て支援に係る事業実績書（※過去３年間程度） 第３号様式

５
法人市民税・法人県民税・法人事業税・法人税及び消

費税（地方消費税含む）の各納税証明書
―

６

委託業務見積書

（※様式とは別葉で内訳書を作成すること。特に、事

業に対する人件費の割合などについては、詳しく記載

すること）

第６号様式



９．辞退手続き

応募書類を提出し、参加が認められた後に辞退する場合は、以下の提出書類に基づき、

辞退を受理するものとする。

（１）書類の提出期限、提出場所及び提出方法

① 提出期間：令和５年１月２０日（金）から２月１０日（金）午後５時まで

② 提出方法：４の担当部署に直接持参

（２）提出書類：

１０．第２次審査

（１）プレゼンテーション及びヒアリングの実施は、次のとおりする。

① 日時及び場所

※プレゼンテーション及びヒアリングの日時、場所、方法等については、

第１次審査結果通知に詳細を記載します。

② 審査の順番

本市が無作為に決定する。

③ 参加人数

プレゼンテーション参加者は、１参加者につき３名以内とする。

④ 選定委員会

本市の本事業に関係する職員８人で構成する選定委員会を設置し、提案内

容等について審査を行う。

⑤ プロポーザルの成立

本プロポーザルの参加者が１者の場合でも、本プロポーザルは成立するも

のとし、その際は受託候補者のみを審査するが、参加者の得点が最低基準点

である６０点（１００点満点）を下回る場合は、受託候補者としない。

⑥ 留意事項

ア プレゼンテーション及びヒアリングは一般公開とする。

イ プレゼンテーションにおいては、後述する企画提案書に基づいて説明をす

ること。また、必要に応じて、企画提案書の内容を、パワーポイント等で

スクリーンに投影することは可能とする。ただし、当日新たに説明資料を追

加することはできない。

ウ パワーポイント等の投影に必要なスクリーン及びプロジェクターは本市で

用意する。ただし、パソコン（HDMI ケーブル接続可能）は、参加者が用意す

ること。

No. 提出書類 様式

１ プロポーザル参加辞退届 第５号様式



（２）書類の提出について

① 提出期間：令和５年１月２０日（金）から２月１０日（金）午後５時まで

② 提出方法：４の担当部署に直接持参

③ 提出書類：次に掲げる書類については、項目毎にインデックスを付した上で、

左上をクリップで留め、正本１部、副本１１部を作成し、提出する

こと。

（３）書類の提出における留意事項

① 提出後の書類の変更及び差し替えは認めない。ただし、市が認める場合に限り、

追加書類の提出を求めることがある。

② 提出書類は、理由の有無を問わず返却しない。

③ 提出期限後に到着した応募書類は無効とする。

（４）企画提案書作成要領

① 仕様書の業務内容を反映した提案を行うこと。

② 実施要領「１０.第２次審査（５）評価方法について」における項目の「№１．

運営体制」～「№５．業務の実施に係る取組」について、順番に沿い、提案内

容ごとに具体的な提案を行うこと。

※ 「№６．実績」及び「№７．見積金額」については、提出書類に基づき、

担当部署で採点を行う。

③ 企画提案書は、表紙、目次、本編で構成すること。

④ 本編はＡ４版、２０ページ以内とする。ただし、図表等で必要な場合はＡ３版

を用いて作成しても差し支えない。

⑤ 文字の大きさは１０．５ポイント以上とする。

⑥ 提案趣旨は、アピールポイントなどを簡潔にわかりやすく記載すること。

⑦ 表紙は、「志木市子育て支援センター（コミュニティスペースつつじ）運営業

務委託プロポーザル提案書」と記述し、正本のみ代表者の押印をすること。

No. 提出書類 様式

１ 企画提案書 任意書式（A4)



（５）評価方法について

№ 評価対象 提案内容 評価基準 配点

１ 運営体制
職員配置及び職員の

研修体制について

・仕様沿った職員配置となっているか。

・職員育成研修は予定されているか。
１０

２
安全管理

の対応

(1)感染症対策及び事

故防止対策について

・感染症対策の実施、事故防止対策が図られ

ているか。
５

(2)個人情報保護に関

する管理体制及び管

理方法について

・適切な管理体制が整っているか。 ５

３
利用者へ

の対応
利用者への適切な対応

・利用者の要望等への対応、事業への反映を

適切に行えるか。

・事故や緊急時の指示系統、連絡体制が確立

されており、適切に対応することは可能か。

１０

４
関係機関

との連携

関係機関との連携に

ついて

・関係機関との連携、協力をどのように行うの

か。
１０

５

業務の実

施に係る

取組

(1)子育て親子の交流

の場の提供と交流の

促進について

・地域子育て支援拠点事業の目的に沿った企

画提案がされているか。
１０

(2)子育て支援に関す

る相談、援助について

・多様な相談に対応可能な体制が整っているか。

・来所のみではなく、電話やメール、オンラ

インなど、利用者が相談しやすい環境は整っ

ているか。

１０

(3)地域の子育て関連

情報の提供について

・子育て親子のニーズに沿った情報収集を行

い、チラシやホームページ等を活用した情報

提供体制が整っているか。

１０

(4)子育て及び子育て

支援に関する講座や

イベントの実施につ

いて

・オンラインの活用など、利用者が参加しや

すい環境は整っているか。
１０

(5)その他、参加者独

自の取組について

・本市の子育て支援に関する現状や問題点を

把握したうえで、参加者独自の取り組みや参

加者の特徴を活かした取り組みが可能か。

１０

６ 実績 類似業務の受託実績

・類似業務の受託実績があり、業務の特性や

課題に対する理解があるか。

※提出書類による審査

５

７ 見積金額
提案金額に応じて均

等配分して配点する。

・適切な見積金額であるか。

※提出書類による審査
５



（６）選定方法

① 失格者を除いた者の内、総合点が最も高い者を、受託候補者として選定する。

② 最高点が複数の場合は、提案金額が最も安価な者を受託候補者として選定す

る。なお、同額の場合については、くじ引きで決定する。

③ ①、②に関わらず、総合点が６０点未満の場合、受託候補者として選定しない。

（７）選定における留意事項

次に掲げる事項に該当する場合は、失格とする。

① 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合。

② 委託業務見積書の金額が、２（４）の提案上限額を超える場合。

③ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合。

（８）選定結果の通知・公表

① 受託候補者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を電子メールで連絡

するとともに、書面にて郵送で通知する。

② 審査結果は、市ホームページで公表する。

※受託候補者以外は、参加者が特定できない方法で公表する。

１１．契約について

（１）受託候補者と交渉が成立した場合において、志木市契約規則（昭和５１年規則

第１０号）の規定により業務委託契約を締結する。

（２）契約方法は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づく随意契約

とする。

（３）契約の履行に当たっては、仕様書及び提案書の内容を実行するものとする。

（４）選定後、契約の資格要件を満たさなくなった場合は、受託候補者としての資格

を取り消す。

（５）受託候補者との交渉が不調となった場合は、評価により順位づけられた上位の

者から順に契約交渉を行う。

合計 １００



１２．その他

（１）提出書類の作成、提出、プレゼンテーション及びヒアリング等に要する経費は、

参加者の負担とする。

（２）第２次審査結果を公表するまでは、志木市職員及び本件関係者に対して、本件

についての接触を禁じる。

（３）次の各号のいずれかに該当する場合は、本件プロポーザル手続を中止する。こ

の場合の損害は参加者の負担とする。

① 参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、本手続を公正

に執行することができないと認められるとき。

② 天災その他やむを得ない理由により、本手続を行うことができないとき。


